
別紙２ 

（１）第１号訪問事業（訪問介護相当サービス）の利用料 

 

【基本部分】※身体介護及び生活援助   令和 6 年 6 月 1 日から 

サービス名称 指定相当訪問型サービス 訪問型緩和サービス 

基本サービス費 

●指定相当訪問型サービス費Ⅰ 

（２０分未満）      １６３単位/回 

●指定相当訪問型サービス費Ⅱ 

（２０分以上３０分未満） ２４４単位/回 

●指定相当訪問型サービス費Ⅲ 

（３０分以上６０分未満） ３８７単位/回 

●訪問型緩和サービス費Ⅰ 

（２０分以上４５分未満） １７９単位/回 

 

●訪問型緩和サービス費Ⅱ 

（４５分以上）      ２２０単位/回 

 

初回加算 算定あり 算定なし 

処遇改善加算 

指定相当訪問型サービスⅠ 

 処遇改善加算（Ⅰ）40 単位 

指定相当訪問型サービスⅡ 

 処遇改善加算（Ⅰ）60 単位 

指定相当訪問型サービスⅢ 

 処遇改善加算（Ⅰ）95 単位 

訪問型緩和サービス費Ⅰ 

 処遇改善加算（Ⅰ）44 単位 

訪問型緩和サービス費Ⅱ 

 処遇改善加算（Ⅰ）54 単位 

同一建物減算 

指定訪問介護事業所における１月あたりの

利用者が同一の建物に２０同一の建物に２

０人以上住居する建物の利用者に対し、指定

訪問介護を行った場合は、指定単位数の１０

０分の９０に相当する単位数を算定する。 

 

利用頻度 
●週２回まで（介護予防ケアマネジメントによる） 

●総合事業対象者又は要支援２の人のうち、市が必要認めた場合週３回まで 

限度額管理 原 則 対 象 

利用者負担 
介護報酬告示上の額に各用者の介護保険証負担割合証に記載された負担割合を乗じた額と

する 

請求方法 国 保 連 経 由 

 

上記の基本利用料は、厚生労働大臣が告示で定める介護予防訪問介護の金額に相当する金額であり、介

護予防訪問介護の金額が改定された場合、これら基本利用料も自動的に改定されます。なお、その場合、

事前に新しい基本利用料を書面でお知らせします。 


